
お
知
ら
せ

募
　
集

催
し
物

催
し
物

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

募
　
集

募
　
集

は
、
必
要
な
保
険
診
療
が
受
け
ら
れ
る

よ
う
、
申
請
い
た
だ
く
こ
と
な
く
、
被

保
険
者
証
に
代
わ
る「
資
格
確
認
書
」を

町
か
ら
交
付
し
ま
す
。（
被
保
険
者
証

の
有
効
期
限
が
切
れ
る
前
に
、
世
帯
主

宛
て
に
郵
送
し
ま
す
。）

・「
資
格
確
認
書
」を
医
療
機
関
等
に
提
示

す
る
こ
と
で
、
こ
れ
ま
で
ど
お
り
保
険

診
療
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

問
給
付
金
専
用
ダ
イ
ヤ
ル

　
☎
0
5
7
0（
05
）4
0
9
2

　
千
葉
年
金
事
務
所

　
☎
0
4
3（
2
4
2
）6
3
2
0

　
住
民
課
国
保
年
金
班

　
☎（
84
）1
2
1
4

年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
制
度

の
ご
案
内

　
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
は
、
公
的
年

金
等
の
収
入
や
そ
の
他
の
所
得
額
が
、
一

定
基
準
額
以
下
の
年
金
受
給
者
の
生
活
を

支
援
す
る
た
め
に
、
年
金
に
上
乗
せ
し
て

支
給
さ
れ
る
も
の
で
す
。

　
給
付
金
の
受
け
取
り
に
は
、
申
請
が
必

要
で
す
。

　
ご
案
内
や
事
務
手
続
き
は
、
日
本
年
金

機
構（
年
金
事
務
所
）が
実
施
し
ま
す
。

対
象
者

●
老
齢
基
礎
年
金
を
受
給
し
て
い
る
方
で
、

次
の
要
件
を
す
べ
て
満
た
す
方

①
65
歳
以
上
で
あ
る
こ
と

②
世
帯
員
全
員
の
市
町
村
民
税
が
非
課
税

で
あ
る
こ
と

③
年
金
収
入
額
と
そ
の
他
所
得
額
の
合
計

が
約
88
万
円
以
下
で
あ
る
こ
と

●
障
害
基
礎
年
金
・
遺
族
基
礎
年
金
を
受

給
し
て
い
る
方
で
、
次
の
要
件
を
満
た

す
方

・
前
年
の
所
得
額
が
約
4
7
2
万
円
以

下
で
あ
る
こ
と

請
求
手
続
き

●
新
た
に
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
を
受

給
で
き
る
方

　
日
本
年
金
機
構
か
ら
、
9
月
に
通
知
が

送
付
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
同
封
の
は
が

き（
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
請
求
書
）を

記
入
し
、
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
令
和
7

年
1
月
6
日（
月
）ま
で
に
請
求
手
続
き
を

完
了
す
る
と
、
令
和
6
年
10
月
分
か
ら
さ

か
の
ぼ
っ
て
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

●
年
金
を
受
給
し
始
め
る
方

　
年
金
の
請
求
手
続
き
と
併
せ
て
年
金
事

務
所
ま
た
は
住
民
課
国
保
年
金
班
で
請
求

手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

※
厚
生
年
金
の
記
録
の
あ
る
方
は
、
年
金

事
務
所
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●
日
本
年
金
機
構
や
厚
生
労
働
省
を
装
っ

た
不
審
な
電
話
や
案
内
に
ご
注
意
を
!

　

日
本
年
金
機
構
や
厚
生
労
働
省
か
ら
、

電
話
で
家
族
構
成
や
金
融
機
関
の
口
座
番

号
・
暗
証
番
号
を
聞
い
た
り
手
数
料
を
求

め
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

問
千
葉
年
金
事
務
所

　
☎
0
4
3（
2
4
2
）6
3
2
0

11
月
は「
ね
ん
き
ん
月
間
」で
す

　
日
本
年
金
機
構
で
は
、
厚
生
労
働
省
と

協
力
し
て
、
毎
年
11
月
を「
ね
ん
き
ん
月

間
」と
位
置
付
け
、
み
な
さ
ん
に
公
的
年

金
制
度
に
対
す
る
理
解
を
深
め
て
い
た
だ

く
た
め
の
取
り
組
み
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
『
ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト
』を
利
用
す
る
と
、

自
身
の
年
金
記
録
を
確
認
で
き
る
ほ
か
、

将
来
の
年
金
受
給
見
込
額
に
つ
い
て
、
自

身
の
年
金
記
録
を
も
と
に
試
算
を
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
ぜ
ひ
、
こ
の
機
会
に
ご

利
用
く
だ
さ
い
。『
ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト
』に

つ
い
て
は
、
日
本
年
金
機
構
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
ご
確
認
い
た
だ
く
か
、
年
金
事

務
所
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
住
民
課
国
保
年
金
班

　
☎（
84
）1
2
1
4

柔
道
整
復
師（
整
骨
院
・
接
骨
院
）、

は
り
・
き
ゅ
う
・
マ
ッ
サ
ー
ジ
の
施
術
で
は

被
保
険
者
証
が
使
え
る
場
合
が
限
ら
れ
ま
す

　
柔
道
整
復
師
や
鍼
灸
マ
ッ
サ
ー
ジ
師
は

医
師
で
は
な
い
た
め
、
施
術
に
は
国
民
健

康
保
険
被
保
険
者
証
が
使
え
る
場
合
と
使

え
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。
健
康
保
険
の

適
用
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
は
全
額
自
己

負
担
と
な
り
ま
す
の
で
、
施
術
前
に
し
っ

か
り
確
認
し
ま
し
ょ
う
。

　
ま
た
、
町
で
は
医
療
費
適
正
化
を
目
的

と
し
て
、
施
術
を
受
け
ら
れ
た
方
に
、
施

術
日
や
施
術
内
容
を
お
尋
ね
す
る
お
電
話

や
ア
ン
ケ
ー
ト
を
お
送
り
す
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
の
で
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

被保険者証が使える場合 被保険者証が使えない場合

柔道整復師
による施術
（整骨院・接骨院）

・�外傷性のねんざ・打撲（日常生活
やスポーツでのねんざ等）
・�医師の同意がある場合の骨折・
脱臼の施術
・�応急処置で行う骨折、脱臼の施
術（応急手当後の施術には医師の
同意が必要）

・脳疾患後遺症等の慢性病
・�単なる疲労性や慢性的な要因か
らくる肩こりや筋肉疲労等

・�仕事中や通勤途中での負傷（労災
保険からの給付）

・�症状の改善がみられない長期の
施術

・�同一の負傷について同時期に病
院で治療を受けた場合

鍼灸・マッサージ師
による施術

・�はり・きゅうで対象となる主な
疾患（リウマチ・腰痛症・神経痛・
五十肩・頸

けい
腕
わん
症候群・頸

けい
椎
つい
捻
ねん
挫
ざ

後遺症等）
・�マッサージで対象となる主な疾
患（関節拘

こう
縮
しゅく
・筋麻痺等）

・医師の同意がない場合
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